
受診票のご記入方法

鉛筆またはシャープペンシルで濃く記入してください。

『個人情報の取り扱い』について
◆当事業団における個人情報の取り扱い及び利用目的を
ご理解のうえ、同意するに○印を記入してください。

◆印字されていない方は、団体（事業所）・所属・氏名・性別・年齢・
生年月日を、必ず記入してください。
また、印字されているもので変更があれば、訂正してください。
◇氏名には、必ずフリガナを記入してください。

『受診区分』について
◆３つの選択肢の中から１つを選び、□に数字を記入してください。
『喫煙』について
◆１：吸わない ２：吸う ３：やめた の中から１つ選んで□に番号を記
入してください。
２、３を選んだ方は１日平均何本を何年間吸っているか（吸っていた
か）を数字で記入してください。
『既往歴』について
◆今までに石綿により病気と診断されたことが“なし”“あり”いずれか
の□に「／」を記入してください。
“あり”に「／」を記入された方は病名のご記入もお願いいたします。
◇既往歴がなければ、“該当なし”の欄に「／」を記入してください。
『自覚症状』について
◆記載している症状の中で、最近よく感じる症状があれば、該当欄の
□に「／」を記入してください。(複数選択可）
◇自覚症状がなければ、“該当なし”の欄に「／」を記入してください。



石綿ばく露歴チェック表

石綿（アスベスト）を吸い込むと、気管から気管支、さらには肺の一番奥の肺胞を
刺激し炎症を起こします。この炎症が進行し、肺機能が低下した状態が石綿肺です。
他にも石綿による肺がんや悪性中皮腫などの健康障害の発生が増えてきており問題
となっています。これらの病気は石綿を取り扱う職業から離れてもなお進行し続け、
自覚症状の無いまま長い潜伏期間をへて発病する可能性が高いといわれています。
このことから「いつ」「どのようなかたちで」など
石綿にばく露した経歴を明確にしておくことが重要です。
　　
*お手数ですが、下記についてのご記入をお願いします。

初回記入日　　　　　　
　　　年　　　　月　　　　日

氏名 追加記入日　　　　　　
　　　年　　　　月　　　　日

追加記入日　　　　　　
※初回以降は、ばく露歴を追加記入 　　　年　　　　月　　　　日
　してください。 追加記入日　　　　　　

　　　年　　　　月　　　　日

Ⅰ．学校を卒業してから、現在に至るまでの職業について、ご記入ください。

年数

★Ⅱ～Ⅵについては、該当する番号に○印をつけてください。（複数回答可）
　該当がない場合は、該当なしに○印をつけてください。

（記入例） ＊造船業をしていた場合＊ ＊全てに該当がなかった場合＊
　　4.　造船業 ⇒　該当なし

Ⅱ．次の産業に従事したことがありますか？　⇒　該当なし

1 .　鉱業 2 .　家具・木材製品製造業 3 .　クロム酸塩製造業
4 .　造船業 5 .　ガス業 6 .　ゴム産業
7 .　セメント業 8 .　建築業 9 .　印刷業

10 .　精錬業 11 .　化学物質製造業 12 .　鉄鋼業
13 .　金属研磨業 14 .　断熱業 15 .　紙・パルプ製造業
16 .　鋳造業 17 .　精製業 18 .　靴製造・修繕業
19 .　プラスチック産業

　　★裏面も必ずご記入ください

　 　年　 　月から
   年　 ヶ月

　 　年　　 月まで

　 　年　 　月から
   年　 ヶ月

　 　年　　 月まで
　 　年　 　月から

   年　 ヶ月

　 　年　 　月から
   年　 ヶ月

　 　年　　 月まで

　 　年　 　月から
   年　 ヶ月

　 　年　　 月まで
　 　年　 　月から

   年　 ヶ月
　 　年　　 月まで

事業所名

　 　年　　 月まで

業　務　の　経　歴
事業所名 業務名 期間

「石綿ばく露歴を明確に」ここから健診は始まります！



石綿ばく露歴チェック表

　
Ⅲ．以下の場所で働いたり、仕事に従事したことがありますか？　⇒　該当なし

1 . 石綿を扱う工場 2 . 石綿製品の倉庫
3 . 建築業 4 . ビルの解体作業
5 . 造船業 6 . 船舶の分解修理・解体
7 . 断熱工事 8 . 保温工事
9 . ボイラーの製造・取り付け・修繕 10 . バーナーの製造・取り付け・修繕

11 . 溶鉱炉の製造・取り付け・修繕 12 . スチーム・パイプの製造・取り付け・修繕
13 . ボイラーの操作 14 . 溶接作業
15 . 板金作業 16 . 耐熱（耐火）服や耐火手袋を身に付けての仕事
17 . 自動車修理工場 18 . ガソリンスタンド
19 . 塗装工場 20 . ランドリー・クリーニング屋
21 . 埃っぽいものの運搬 22 . 下水汚物・廃棄物の回収・処理・運搬
23 . 蒸気機関車の修理・解体 24 . ガスマスクの製造
25 . 宝石・貴金属の細工仕事 26 . 消防隊員
27 . 歯科技工士 28 . ブレーキ・ライニング・クラッチ板の製造
29 . 電気製品（コンデンサー・電池・蓄電池・絶縁テープ）の製造
30 . その他（　　　                                                                                           　　　　）　

Ⅳ.以下の石綿製品を取り扱う仕事をしたことがありますか？　⇒　該当なし　

1 . 石綿繊維 2 . 石綿断熱フェルト 3 .　石綿カーテン 4 . 石綿パイプ
5 . 石綿チューブ 6 . 石綿パイプ被膜 7 .　石綿紙 8 . 石綿巻紙
9 . 石綿ガスケット 10 . 石綿ロープ 11 .　石綿テープ 12 . 石綿封塗料

13 . 石綿パッキング 14 .　石綿織物・布 15 . ボール紙・断熱版
16 .　断熱パッド（詰め物） 17 . 石綿パイプラインフェルト
18 . 石綿セメント板・管
19 . その他

Ⅴ.あなたのそばで以下の仕事が行われていませんでしたか？　⇒　該当なし　

1 . 断熱パット（詰め物）の取り付け・取りはずし
2 . 石綿パイプの取り付け・取りはずし
3 . 溶接
4 . 保温材料で包まれたパイプの取り付け・取りはずし
5 . プレカットされたアスベストブロックの取り付け・取りはずし
6 . 石綿壁板やアスベストボール紙の取り付け・取りはずし
7 . 支柱・隔壁・ガードに耐火塗装を行ったり、はがしたりする
8 . バルブ・パッキングの取り付け・取りはずし
9 . ボイラーやボイラーのポンプに保温材をまいたり、はがしたりする

10 . スチーム管に断熱材をまいたり、はがしたりする
11 . 石綿のチューブ・パイプ・板・ボール紙・断熱材を取り付けたり、切断したりする

Ⅵ.以下に思い当たることはありませんか？　⇒　該当なし　

1 . 絶縁物・暖房炉セメント・断熱材・カルシミン・石綿製品の修理・修繕をしたことがある
2 . ボディータルク・顔用タルクを使ったことがある
3 . アイロン板のカバーや耐熱手袋など石綿製品を使ったことがある
4 . 石綿工場の近くに住んでいたことがある
5 . 造船所の近くに住んでいたことがある
6 . 建材物置き場の近くに住んでいたことがある
7 . ブレーキ修理工場の近くに住んでいたことがある

　　　（公財）長崎県健康事業団
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